
 
 浜松市上下水道部公告第 64号 

浜松市上下水道部の業務委託契約等について、下記のとおり一般競争入札を行うので、地方自

治法施行令（昭和 22 年政令第 16 号）第 167 条の 6及び浜松市上下水道部契約規程（昭和 41 年浜

松市公営企業局管理規程第 17号）が準用する浜松市契約規則（昭和 39 年浜松市規則第 31号） 

第 4 条の規定に基づき公告する。 

令和 8年 3 月 2 日 

浜松市水道事業及び下水道事業管理者  奥家 章夫 

 

記 

 

１ 一般競争入札に付する事項 

(1) 業務委託名   令和８年度（債務）委託第１９号 

舘山寺浄化センター余剰汚泥運搬業務 

(2) 業務委託の場所 舘山寺浄化センター浜松市中央区庄内町１４番地の７ 

(3) 業務内容    舘山寺浄化センターから発生する余剰汚泥を、中部浄化センター汚泥

処理施設まで運搬する業務 

 (4) 履行期間    令和 8年 4月 1 日から令和 9 年 3月 3１日まで 

 

２ 入札及び契約担当課（以下、「入札等担当課」という。） 

〒430-0854 静岡県浜松市中央区瓜内町 1825 番地 

浜松市上下水道部下水道施設課（中部浄化センター） 

電話：053-441-3631    FAX：053-441-4314 

メールアドレス：g-sisetu@city.hamamatsu.shizuoka.jp 

 

３ 入札参加資格 

本件入札は、次に掲げる全ての要件を満たす者に限り参加できるものとする。 

(1) 地方自治法施行令第 167 条の 4の規定に該当しない者であること。 

(2) 入札参加資格並びに資格審査の時期及び方法に関する告示（平成 20 年 10 月 1 日浜松市

告示第 390 号）の規定により、令和 7・8 年度の競争入札参加資格（業務委託・賃貸借 業種

分類 3002：廃棄物関係業務委託（収集・運搬））の認定を受けているものであること。 

(3) 浜松市上下水道部物品の購入等に係る入札参加停止等措置要綱が準用する浜松市物品の

購入等に係る入札参加停止等措置要綱に基づく入札参加停止期間中でないこと。 

(4) 会社更生法（平成 14年法律第 154 号）に基づき更生手続開始の申立てがなされている者

（更生手続開始の決定を受けている者を除く。）又は民事再生法（平成 11 年法律第 225 号）

に基づき再生手続開始の申立てがなされている者（再生手続開始の決定を受けている者を除

く。）でないこと。 

(5) 暴力団（暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律（平成 3年法律第 77号）第 2
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条第 2 号に規定する暴力団をいう。）、暴力団員等（同条第 6 号に規定する暴力団員又は同号

に規定する暴力団員でなくなった日から 5 年を経過しない者をいう。以下同じ。）及び暴力団

員等と密接な関係を有する者並びにこれらの者のいずれかが役員等（無限責任社員、取締役、

執行役若しくは監査役又はこれらに準じるべき者、支配人及び清算人をいう。）となっている

法人その他の団体に該当しない者であること。 

(6) 浜松市内に本社（本店）があり、浜松市又は静岡県が交付する産業廃棄物収集運搬業許

可証（産業廃棄物の種類：汚泥）を有する者であること。 

(7) 産業廃棄物として余剰・濃縮汚泥を運搬する際、収集運搬に必要な容量１０㎥程度の車

両（汚泥吸引車等）を保有又は準備することができる者であること。 

 

４ 入札参加資格の確認申請 

本件入札の参加希望者は、「業務委託等入札参加資格確認申請書（一般競争）」（以下、「確

認申請書」という。）を提出し、参加資格の確認を受けなければならない。なお、参加資格の

確認基準日は、確認申請書の受付最終日とする。 

(1) 提出方法 

持参、郵送等（一般書留郵便、簡易書留郵便又は書留郵便と同等の信書便に限る。）、   

ＦＡＸ又は電子メールで提出すること。 

(2) 受付期限 

令和 8年 3月 10 日（火）午後 5時 15 分まで（提出先に必着） 

（持参の場合は、21 項に記載する開庁時間内に持参すること。） 

(3) 提出先 

入札等担当課（２項に記載のとおり。） 

(4) 様式 

管理者が定める様式を用いること。 

(5) その他 

ア 確認申請書に、入札参加資格の確認結果についての希望する通知方法（①入札等担当

課で受け取り、②郵送、③電子メールのいずれか一つ。詳細は５項に記載のとおり。）を

記載すること。なお、郵送での通知を希望する場合は、確認申請書を提出する際に、110

円切手を貼った返信用封筒を添付すること。 

イ 確認申請書に、入札書の提出方法の予定（①入札日時に入札場所へ持参、②事前提出、

③郵送等のいずれか一つ。詳細は 11 項に記載のとおり。）を記載すること。 

なお、入札書の提出方法を変更する場合又は入札書の提出を取りやめる場合は、入札

等担当課へ連絡すること。 

ウ 受付期間内に確認申請書を提出しない者は、この入札に参加することができない。 

 

５ 入札参加資格の確認結果通知 

入札参加資格の確認結果は、次のとおり通知する。 

(1)  通知方法 

次のいずれかの方法のうち、申請者が希望する方法により通知する。なお、原則として電



話連絡はしない。 

ア 入札等担当課で受け取り 

イ 郵送   （※郵送を希望する場合は、確認申請書を提出する際に、110 円切手を貼

った返信用封筒を添付すること。） 

ウ 電子メール（※電子メールを希望する場合は、通知を受信するメールアドレスを確認

申請書に記載すること。） 

(2)  確認結果の通知日 

ア 入札等担当課で受け取りの場合 

令和 8 年 3 月 13 日（金）午前 8 時 30 分から令和 8 年 3 月 17 日（火）までの間に、

入札等担当課で受け取ること。（21項に記載する開庁時間内に限る。） 

イ 郵送又は電子メールの場合 

令和 8年 3月 13 日（金）までに発送又は発信する。 

 

６ 入札参加資格が無いと認められた者の理由説明要求 

入札参加資格を確認した結果、入札参加資格が無いと認められた者は、本市に対しその理

由について説明を求めることができる。 

(1)  要求方法 

要求期限までに文書により説明を要求すること。また、当該文書は持参、郵送等（一般

書留郵便、簡易書留郵便又は書留郵便と同等の信書便に限る。）、ＦＡＸ又は電子メールで

提出すること。 

(2)  要求期限 

令和 8年 3月 17 日（火）午後 5時 15 分まで（提出先に必着） 

（持参の場合は、21 項に記載する開庁時間内に持参すること。） 

(3)  提出先 

入札等担当課（２項に記載のとおり。） 

(4)  様式 

任意の様式を用いること。 

(5)  要求への回答 

理由説明要求に対する本市の回答は、説明を求められた日から 2日以内に文書で行う。 

 

７ 仕様書等の提供方法 

本件入札に係る契約書案、仕様書及び業務説明資料等（以下「仕様書等」という。）は、

次のとおり提供する。 

(1)  提供方法 

ア 入札等担当課で配布  （1 者につき 1部。無料。） 

イ 本市ホームページからダウンロード 

ウ 電子メールで送信  （送信希望者は、入札等担当課に依頼すること。） 

(2)  提供期間 

令和 8年 3月 2日（月）から令和 8年 3月 24 日（火）まで 



（配布又は貸し出しは、21 項に記載する開庁時間内に限る。） 

 

８ 入札公告及び仕様書等に対する質問 

(1)  質問方法 

質問書を持参、郵送等（一般書留郵便、簡易書留郵便又は書留郵便と同等の信書便に限

る。）、ＦＡＸ又は電子メールで提出すること。 

(2)  質問期限 

令和 8年 3月 13 日（金）午後 5時 15 分まで（提出先に必着） 

（持参の場合は、21 項に記載する開庁時間内に持参すること。） 

(3)  提出先 

入札等担当課（２項に記載のとおり。） 

(4)  様式 

管理者が定める様式を用いること。 

(5)  質問に対する回答 

質問に対する回答は、令和 8年 3月 19 日（木）から入札等担当課において閲覧に供する

とともに、入札参加者全員に質問に対する回答書を提供する。 

 

９ 本件入札に関する説明会 

開催しない。 

 

10 入札執行の日時及び場所 

(1)  日時  令和 8年 3月 25 日（水）午前 9 時 15 分 

(2)  場所  浜松市上下水道部下水道施設課 2 階会議室 （浜松市中央区瓜内町 1825 番地） 

 

11 入札書の提出方法 

(1)  提出方法 

次のいずれかの方法により提出すること。 

ア 入札執行日時に入札場所へ持参 

イ 受領期間内に入札等担当課へ持参（以下「事前提出」という。） 

ウ 受領期限までに入札等担当課へ郵送等（一般書留郵便、簡易書留郵便又は書留郵便と

同等の信書便に限る。） 

(2)  事前提出の場合の受領期間及び提出先等 

ア 受領期間  令和 8年 3月 13 日（金）から令和 8年 3月 24 日（火）まで 

（21項に記載する開庁時間内に限る。） 

イ 提出先   入札等担当課（２項に記載のとおり。） 

ウ その他   別紙「入札（見積合せ）の注意事項＊業務委託・賃貸借用」に従い、提

出すること。 

(3)  郵送等による入札書の受領期限及び送付先等 

ア 受領期限  令和 8年 3月 24 日（火）午後 5時 15 分まで（送付先に必着） 



いかなる理由であっても受領期限に遅れた場合は、当該入札書は無効と

する。 

イ 送付先   入札等担当課（２項に記載のとおり。） 

ウ その他   別紙「入札（見積合せ）の注意事項＊業務委託・賃貸借用」に従い、提

出すること。 

(4)  提出方法の変更及び提出の取りやめ 

確認申請書に記載した入札書の提出方法の予定を変更する場合又は入札書の提出を取り

やめる場合は、入札等担当課へ連絡すること。 

 

12 入札書、入札用封筒及び郵送用封筒等の記載事項等 

別紙「入札（見積合せ）の注意事項＊業務委託・賃貸借用」のとおり。 

 

13 入札方法等 

(1)  入札は 1 ㎥あたりの単価で行う。落札決定に当たっては、入札書に記載された金額（小数

点以下第 2 位まで記載できる。）に当該金額の 100 分の 10 に相当する額を加算した金額を

もって落札金額とするので、入札者は消費税及び地方消費税に係る課税事業者であるか免

税事業者であるかを問わず、見積もった金額の 110 分の 100 に相当する金額を記載した入

札書を提出すること。 

(2)  入札執行回数は、原則として 2回を限度とする。 

(3)  1 回目の入札で落札者がいない場合には 2 回目の入札を実施するが、事前提出及び郵送等

による提出による入札者は、2回目の入札に参加できない。 

(4)  落札となるべき同価格の入札者が 2人以上いる場合は、当該入札者にクジを引かせて落札

者を定める。事前提出及び郵送等による入札者のクジは、当該入札者の代わりに本件入札

事務に関係ない本市職員が引くものとする。 

(5)  事前提出及び郵送等による入札者に対しては、原則として入札執行日の午後 5時までに入

札結果を電話又はその他の方法で連絡する。 

(6)  本件入札は、本件入札公告に記載する事項のほか、「浜松市物品購入等の入札執行ついて

（入札心得）」に基づき実施するので、入札参加者は入札心得を確認の上、入札に参加する

こと。 

 

14 最低制限価格の設定 

無し 

 

15 入札の無効 

浜松市上下水道部契約規程が準用する浜松市契約規則第13条第1項の各号及び浜松市物品

購入等に係る一般競争入札要領第 9条の各号のいずれかに該当する入札は、無効とする。 

※開札前に、人的関係のある複数の者が 1 者を除き入札を辞退した場合は、残る 1 者の入

札は無効とはならない。 

 



16 入札保証金 

本件入札は、入札保証金を免除する。 

 

17 前金払及び部分払 

原則、前金払及び部分払はできないものとする。 

 

18 契約書の作成 

   要 

 

19 契約に関する特記事項 

   なし 

 

20 期間の計算 

本件公告において期間の計算をする場合で、当該期間内に浜松市の休日を定める条例（平

成元年浜松市条例第 76号）第 1条第 1 項に規定する市の休日があるときは、当該休日を除い

て計算するものとする。 

 

21 開庁時間 

午前 8時 30 分から午後 5時 15 分まで（土曜日、日曜日及び祝日等を除く。） 


